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新判決例研究 （第404回）

応用美術の著作物性

第１　事案

１　概要
本件は、原告が、被告らがガラス製保存容器を制作、販売等する行為は、原告の著作権（複製
権又は翻案権、譲渡権）及び著作者人格権（氏名表示権）を侵害するとして、被告らに対し、①
著作権法（以下「法」という。）112条１項に基づき、被告各作品の制作等の差止めを、②同条２
項に基づき、被告各製品の廃棄を、③共同不法行為に基づき、損害賠償金500万円及び遅延損害
金の支払を求めた事案である。

２　前提事実
⑴　当事者等
ア　原告は、熊本県上天草市において、屋号を「Ｐ４」として、木工製品を制作販売する個人事
業主である。
イ　被告Ｐ２は、広島市所在の「Ｐ５」（以下「被告店舗」という。）を運営し、同店で販売する
商品の選択やイベントの企画を行う者である。また、株式会社Ｐ６は、「Ｐ７」と被告店舗を
運営するところ、被告Ｐ２の妻Ｐ８は、被告Ｐ２とともに同社の運営に関与している。
ウ　被告Ｐ３は、広島市において、屋号を「Ｐ９」として、ハンドクラフトインテリアやキッチ
ンアイテムのアトリエを営む個人事業主である。

⑵　原告作品及び被告作品
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